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令和４年２月１０日（木）午前９時３０分より、２月の大刀洗町農業委員会総会を大刀洗町役場２

階協議会室にて開催した。 

 

議題     議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について（県許可） 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（委員会許可） 

議案第３号 農用地利用集積計画における所有権移転について（推進機構） 

議案第４号 あっせん申し出について  

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について 

その他 

 

次回農業委員会開催期日   （予定）令和４年３月１０日（木）  午前９時３０分より 

 

【出席委員】 １番 森田和範  ２番 棚町泰   ３番 平田信継  ４番 實藤正敏 

５番 白石和雄  ６番 久保滿   ７番 井手国春  ８番 矢野等司 

９番 佐田敏弘 １０番 樋口安子 １１番 栁繁彰  

１２番 秋吉馨  １３番 花田由美子１４番 渡邉芳治 １５番 山見良一 

１６番 黒岩末義 １７番 平田利雄 １８番 河野政之 １９番 松本清美 

 

事務局  佐々木 大輔  野口 福恵  辻 清人 

           

議長   栁  本日の議事録署名人は１２番、１３番の方お願いします。 

事務局 佐々木 （付議事項の朗読） 

付議事項   （議事録署名委員の指名１２番、１３番） 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について(県許可) 

      ●●氏 外３名より、農地の転用に伴う所有権移転の許可申請が農地

法第５条の規定により提出されたので、別紙により付議する。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（委員会許可） 

      ●●氏 より、農地の所有権移転が農地法第３条の規定により提出さ

れたので、別紙により付議する。 

議案第３号 農用地利用集積計画における所有権移転について 

議案第４号 あっせん申し出について 

  報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について 

その他 

 

議長  栁   それでは、議案第１号１番の説明をお願いします。 
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＜事務局 議案第１号 農地法第５条１番申請内容朗読及び説明＞ 

事務局 辻   転用目的は倉庫になります。 

申請地は、１０ｈａ以上の広がりのある農地になりますので第１種農地判断となり

ます。運送業の協同組合が流通業務施設として倉庫を県道の沿道の区域内に設置さ

れるため、例外的に許可可能となります。雨水はＵ型側溝を新設し、南側の接合桝

から既存の水路に放流される計画です。給水なしで汚水雑排水は発生しないそうで

す。被害防除措置としてはＬ型擁壁を新設する計画です。また、県道からの出入り

口には両筑土地改良区の地上権が設定されている土地があり、コンクリート舗装の

橋をかける計画で町建設課及び両筑土地改良区と協議されています。資金計画、見

積書等は確認しております。倉庫の中には園芸用資材を収納する計画となっていま

す。 

議長  栁    説明が終わりました。担当委員さん何かありますか。 

1 番 森田委員  １月２０日に行政書士から申請内容の確認を依頼され、現地等を確認し、気になる

ことは役場に相談しております。妥当かなと思います。 

議長  栁    皆さんから何かありませんか。 

10番 樋口委員 生活雑排水がなしとなっていますがトイレなど何も設置しないのでしょうか。 

事務局 辻   事務局からも確認をしましたが、倉庫のみの建設で、常駐するような従業員はおら

ず事務所なども設置しないとのことでした。 

議長  栁    他に皆さんから何かありませんか。なければ私から質問させていただきますが、園

芸用資材とはどのようなものですか。 

事務局 辻   園芸用ネットやシート、支柱、苗箱、枕木、プランター、園芸用肥料などを収納す

る計画となっています。 

議長  栁   他に皆さんから意見などありませんでしょうか。なければ採決を採らせていただき 

ます。許可相当と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員 

賛成で許可相当となりました。 

それでは、議案第１号２番の説明をお願いします。 

 

＜事務局 議案第１号 農地法第５条２番申請内容朗読及び説明＞ 

事務局 辻   転用目的は自己用住宅になります。 

申請地は、特定土地改良事業の施行に係る区域内にある農地であるため、第１種農

地判断となります。図面上の西側の道路に面する箇所は農地転用がなされ、現在２

棟の自己用住宅が建設されています。雨水は北側に側溝を新設し、北側の道路側溝

に放流する計画です。上下水道も北側の道路に埋設されております既存の管に接続

する計画です。被害防除措置としてはコンクリートブロック２段を新設する計画で

す。資金計画、見積書等は確認しております。北側町道には転落防止柵が設置され

ていますが、出入り口部分の撤去について町建設課との協議がなされています。 

議長  栁    説明が終わりました。担当委員さん何かありますか。 
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3番 平田委員  １月２１日に行政書士から申請内容の確認を依頼され、一緒に現地確認をしました。

田と田の間に住宅ができることについては問題ないのでしょうか。 

事務局 辻   集落接続によるもので、北側の道路の向かい側は宅地になっており、西側の隣接部

分は雑種地にもなっていますので転用可能ではあります。 

12番 秋吉委員 雑種地はどこに入っているのですか。一面更地のようになっていたようですが。 

事務局 辻   申請地西側の細い縦長の箇所が雑種地となっています。 

6番 久保委員 地目は田となっているようですが、見たところ盛土をしているのではないですか。 

事務局 野口  この一帯は過去に農地改良の申請がなされております。盛土をして畑にされ耕作は

されていたようです。 

3番 平田委員 最近は耕作されていませんが、一時期はトウモロコシの苗とかは植えていました。 

議長  栁    他に皆さんから何かありませんか。なければ採決を採らせていただきます。許可相

当と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員賛成で許可相

当となりました。 

それでは、議案第１号３番の説明をお願いします。 

 

＜事務局 議案第１号 農地法第５条３番申請内容朗読及び説明＞ 

事務局 辻   転用目的は自己用住宅になります。 

申請地は、１０ｈａ以上の広がりのある農地になりますので第１種農地判断となり

ます。雨水は北側に溜桝を新設し、北側の既存の水路に放流する計画です。上下水

道は西側の道路に埋設されております既存の管に接続する計画です。被害防除措置

としてはコンクリートブロック２～５段及び L型擁壁を新設する計画です。資金計

画、見積書等は確認しております。大雨で浸かってしまう土地でもありますので、

住宅部分については１ｍ程盛土をする計画になっています。また、南側にある農水

弁の管について移設する計画となっていますが、この施設自体は本家の田んぼに水

を流すための施設となっており、県や土地改良区などの公的なものではなく、私的

なものとのことです。 

議長  栁    説明が終わりました。担当委員は私ですが、この箇所は去年の８月の豪雨のでは水

がたっぷり浸かっていました。トラクターなども通れないくらいでした。皆さんか

ら何かありませんか。なければ私から１点だけ質問ですが、北側の宅地と申請地の

所有者が違うみたいですがどうなっているのでしょうか。 

事務局 辻   宅地部分は祖父の名義のままで、申請地の農地の部分だけ相続をしているとのこと

です。 

議長  栁    他に皆さんから何かありませんか。なければ採決を採らせていただきます。許可相

当と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員賛成で許可相

当となりました。 

それでは、議案第１号４番の説明をお願いします 
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＜事務局 議案第１号 農地法第５条４番申請内容朗読及び説明＞ 

事務局 辻   転用目的は露天駐車場になります。 

申請地は、都市計画法の用途地区内の近隣商業地域で第３種農地判断となります。

菓子店の来客用及び従業員の駐車場が不足しているため、第３駐車場を整備する計

画となっています。雨水は南側の既存の水路に放流する計画です。給水なし、汚水

生活雑排水は発生しないそうです。被害防除措置としては既存のコンクリートブロ

ック３段を利用する計画です。資金計画、見積書等は確認しております。 

議長  栁    説明が終わりました。担当委員さん何かありますか。 

19番 松本委員 特にありません。 

議長  栁    他に皆さんから何かありませんか。なければ採決を採らせていただきます。許可相

当と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員賛成で許可相

当となりました。 

それでは、議案第２号１番の説明をお願いします。 

 

＜事務局 議案第２号１番 農地法第３条の申請内容朗読及び農地の説明＞ 

事務局  野口 田５筆１，４０２㎡の売買で反当り６０万円になります。現在の耕作者が父親で申

請者は耕作者の子になります。 

議長   栁  説明が終わりました。担当委員さん何かありますか。 

1 番 森田委員  次の申請もそうですが、道路買収により農地が変な形で残ってしまっているところ

で、耕作はとてもしにくいところだと思います。 

議長   栁  他に皆さんから何かありませんか。それでは採決を採ります。申請どおり許可相当 

と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員賛成で許可相当 

となりました。続きまして、議案第２号２番の説明をお願いします。 

 

＜事務局 議案第２号２番 農地法第３条の申請内容朗読及び農地の説明＞ 

事務局  野口 田３筆４０３㎡の売買で反当り６０万円になります。１番の所有者と兄弟の方にな

ります。 

議長   栁  説明が終わりました。担当委員さん何かありますか。 

1番 森田委員  特にありません。 

議長   栁  他に皆さんから何かありませんか。それでは採決を採ります。申請どおり許可相当 

と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございます。全員賛成で許可相当 

となりました。続きまして、議案第３号１番の説明をお願いします。 

 

＜事務局 議案第３号 農用地利用集積計画における所有権移転申請内容朗読及び農地の説明＞ 

事務局 野口  １番については田１筆９７８㎡の売買で５７万円になります。 

        ２番については田１筆９４８㎡、畑１筆２４２㎡の売買で８２万円になります。 

        ３番については田１筆３，９３５㎡の売買で２０４万円になります。 
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議長  栁   説明が終わりました。皆さんから何かありませんか。それでは委員さんに質問しま 

す。申請どおり許可相当と思われる方は挙手をお願いします。ありがとうございま 

す。全員賛成で許可相当となりました。 

続きまして、議案第４号の説明をお願いします。 

 

＜事務局 議案第４号 あっせん申し出の申請内容朗読及び農地の説明＞ 

事務局 野口  １番については①３２９㎡の田②１，１５２㎡の田③４３４㎡の畑④３４７㎡の畑

の４筆の貸借希望です。 

議長  栁   説明が終わりました。皆さんから何かありませんか。 

16 番 黒岩委員 鵜木の農地は水がなくて借り手がいないところです。管理田になっていて、草は刈

っているようです。 

議長  栁   あっせん委員は黒岩委員と松本委員の２名にお願いします。 

        続きまして、２番の説明をお願いします。 

事務局 野口  ２番については下高橋と高樋の水害のない箇所での借入希望です。水稲・野菜を作

付されたいそうです。 

議長  栁   説明が終わりました。皆さんから何かありませんか。あっせん委員は自分と久保委

員の２名にお願いします。 

続きまして、報告第１号の説明をお願いします。 

 

＜事務局 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について説明＞ 

議長  栁   以上のように解約があっておりますので、担当委員はそれぞれ確認をお願いします。 

それではこれで全ての議事の審議を終わります。 


